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参考．遊休不動産の利活用に関する地方公共団体の計画や支援策等 

参考－１．遊休不動産の利活用に関する計画等 

遊休不動産の利活用を地方公共団体がまちづくりの手法のひとつとして特定のエリ

アの計画等に位置付けている事例が見られる。ここではその中から、4 章でポイント整

理を行った都市を中心に紹介する。 

 

（1）北九州市「小倉家守構想」 

北九州市では、小倉都心地区において、「地区内の特色を活かした都市型ビジネス振

興のコンセプトや具体的な空きオフィス等の活用策」からなる「小倉家守構想」を公民

連携により策定した。「小倉家守構想」とその「5カ年計画」に基づき、小倉都心部の活

性化に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 34 北九州市「小倉家守構想」の概要（その 1） 

（出典）北九州市 HP (https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000140381.pdf) 

  

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000140381.pdf
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図表 35 北九州市「小倉家守構想」の概要（その 2） 

（出典）北九州市 HP (https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000140381.pdf) 

  

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000140381.pdf
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（2）名古屋市「伏見・長者町 ベンチャータウン構想」 

名古屋市市民経済局は、「名古屋市産業活性化プラン」における「創業支援プロジェク

ト」の１つとして、「伏見・長者町ベンチャータウン構想」を策定した。 

錦 2 丁目まちづくり連絡協議会などによる遊休不動産利活用の取り組みを踏まえ、

「熱意がある地域ならば、連携することによって相乗効果も期待できる」と考え、ベン

チャー産業を育成する地区として中区錦二丁目長者町を位置づけている。 

具体的には、低層部分に魅力ある商業機能を兼ね備えたビルの中上層階を利活用し、

ベンチャーオフィス、アンテナショップ、サテライトワークスペース、交流サロン、ポ

ータルサイトとインターネット放送局などの機能を誘導することにより、都市型産業の

集積、情報発信、集客を図ることを目指している。 

また、交流サロンやアンテナショップなどの共同利用スペースの機能を有する施設を

「コア」として位置づけ、これを中心に周辺の小規模な空き室等を「サテライト」とし

てベンチャーオフィスやワークスペースを拡大していく空間展開を目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 36 名古屋市「伏見・長者町 ベンチャータウン構想」 

（出典）名古屋市市民経済局 (www.kin2.bpl.jp/venture/pdf/venture.pdf) 

http://www.kin2.bpl.jp/venture/pdf/venture.pdf
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図表 37 名古屋市「伏見・長者町 ベンチャータウン構想」 

（出典）名古屋市市民経済局 (www.kin2.bpl.jp/venture/pdf/venture.pdf)  

http://www.kin2.bpl.jp/venture/pdf/venture.pdf
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（3）東京都千代田区「SOHOまちづくり構想」 

千代田 SOHOまちづくり推進検討会では、神田地区の再生を目指し、「家守」による協

働型タウンマネジメントを実践し、中小ビルの連携による SOHO の拠点づくりを意図し

た「SOHOまちづくり」構想をとりまとめている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 38 「SOHOまちづくり」事業のイメージ 

（出典）「中小ビル連携による地域産業の活性化と地域コミュニティの再生」提言 

(http://www.mm-chiyoda.or.jp/pdf/report/sohoteigen.pdf ) 

千代田 SOHOまちづくり推進検討会 

  

http://www.mm-chiyoda.or.jp/pdf/report/sohoteigen.pdf
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（4）浜松市「浜松家守構想」 

浜松市の浜松家守構想検討会では、活力・求心力のある人を呼び込み、中心市街地の

空き不動産や、道路・広場等の遊休化した公共空間を賑わいのある空間にリノベーショ

ンし、併せて郊外と連携しつつ、新たな産業を創出し、新しいライフスタイルを創造す

るまちづくりを行う考え方を「浜松家守構想」としてとりまとめている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 39 浜松家守構想におけるエリア展開のイメージ 

（出典）浜松家守構想「浜松ヒューマンパーク」 浜松家守構想検討会 

(http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shise/koho/koho/hodohappyo/h26/12/documents/201412240202.pdf) 

  

http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shise/koho/koho/hodohappyo/h26/12/documents/201412240202.pdf
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（5）東京都豊島区「リノベーションまちづくり」 

東京都豊島区では、遊休化した不動産を空間資源と潜在的な地域資源として活用し、

都市・地域経営課題を複合的に解決する「リノベーションまちづくり」を推進するため、

戦略的かつ具体的な都市政策策定の勉強および意見交換の場として、豊島区リノベーシ

ョンまちづくり検討委員会（勉強会）を開催している。 

検討委員会には、リノベーションまちづくりの担い手となり得る家守候補・不動産所

有者などにもオブザーバーとして参加を促していることが特徴的である。 

 

 

図表 40 豊島区「リノベーションまちづくり」の構成 

（出典）第 1回豊島区リノベーションまちづくり基本構想検討委員会資料 

( http://www.city.toshima.lg.jp/322/machizukuri/sumai/kekaku/renovation/documents/toshima_rc01-8.pdf ) 

  

目的
池袋駅周辺エリアで増大する空き家、低未利用な公共施設等の遊休不動産を活用することで、都
市・地域経営課題を解決し、住んで働いて暮らせる持続可能なまちを実現する。

事業手法
民間主導の公民連携型まちづくりであるリノベーションまちづくりの手法を取り入れる。

平成26年度
豊島区リノベーションまちづくり構成図

http://www.city.toshima.lg.jp/322/machizukuri/sumai/kekaku/renovation/documents/toshima_rc01-8.pdf
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参考－２．遊休不動産の利活用に関する支援策等 

多くの地方公共団体で遊休不動産の利活用促進に係る支援策として、空き家、空き店

舗等の利活用に係る取得費・改修費・家賃に対する補助や助成、資金調達に伴う利子補

給などの取り組みが行われている。以下にその一例を紹介する。 

 

（1）長浜市「まちなか居住推進事業」 

長浜市は、「まちなか空き家再生促進助成金」の交付要件の一つに、「（長浜まちづくり

(株)が運営する）長浜町家再生バンクに登録された空き家を、自ら居住するために購入

又は賃借し、当該空き家において外部又は内部の改修工事を行う場合」を規定している。 

住宅利用による空き町家の利活用を重点的に進めていくエリアとして、旧長浜町域を

「まちなか居住推進重点区域」に設定している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 41 長浜市「まちなか空き家再生促進助成金」の概要 

（出典）「ながはまのまちなかに住もう」長浜市  
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（2）長野市「まちなかパワーアップ空き店舗等活用事業補助金」 

長野市では、空き店舗等の改修費又は改築費及び付帯設備の設置に要する経費につい

て 1件あたり 1/2以内（上限 30万円、市が指定した通りへ出店する場合には上限 50万

円）の補助金が支給される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 42 長野市の改修費、賃料補助金の事例 

（出典）長野市 HP (http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/sangyou/87276.html) 

  

http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/sangyou/87276.html
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（3）島根県大田市空き家改修事業 

大田市では、大田市空き家情報登録制度(空き家バンク制度）に登録がある空き家で、

ＵＩターン者又は空き家所有者等が定住を目的に空き家を改修する場合に改修費用の

一部を補助している。 

 

図表 43 大田市空き家改修事業について 

（出典）大田市 HP ( http://www.city.ohda.lg.jp/tag/317/16334 ) 

対象事業内容 

次のすべてに該当するもの 

1．空き家の改修内容が住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え、また

は設備の改善であること 

2．空き家の改修工事の施工者は、市内に住所または事業所を有すること 

補助対象者 

 

次のいずれかに該当する人 ※大田市税等を滞納していない者に限る 

 

1. 定住の意思を持って居住する新築又は中古の住宅を取得し又は賃貸住

宅へ入居をするＵ・I ターン者 （既に大田市に転入している場合は、

補助金の交付申請時に転入してから 180 日を経過していない者） 

2. 空き家の所有者、地域自主組織、自治会等、又は NPO 法人 （上記 1

に該当する者を入居させる場合に限る。）※過去にこの補助金の交付を

受けていない空き家に限る。 

 

※ 過去に本人または世帯員がこの補助金の交付を受けている場合は対

象とならない。 

※ 改修後 5 年未満で住宅を売却や取り壊し、転居した場合は補助金の

返還が生じることがある。  

※ 転勤による者、婚姻による者、児童生徒、学生、生活保護の受給者

は除く。 

 

補助対象額 
空き家の改修に要する経費で、その額が 50 万円以上であること。 

（消費税を除く。また、他の補助制度による補助金等の額を除く。） 

補助率 

（適用） 
対象経費の 3 分の 1 以内（上限 30 万円） 

  

http://www.city.ohda.lg.jp/tag/317/16334
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（4）東京都豊島区「建物等の適正な維持管理を推進する条例」 

東京都豊島区が制定した「建物等の適正な維持管理を推進する条例」（平成 26年 7月

施行）では、建物等の危険性排除と老朽化抑制を目的にしているが、特に老朽化抑制に

ついて竣工時に完了検査済証を取得していなかった戸建住宅の救済策として、区が工事

着手時の建築関連法規に適合しているかの調査･結果通知を行うことで空き家等の売

却･賃貸の促進を図るといった踏み込んだ支援策を盛り込んでいる。 

また、豊島区では、池袋駅周辺エリアを対象として、増大する空き家、低未利用な公

共施設等の遊休不動産を活用することを目指して、取り組みを進めている。 

 

 

図表 44 東京都豊島区「建物等の適正な維持管理を推進する条例」の構成 

（出典）豊島区 HP ( https://www.city.toshima.lg.jp/315/bosai/taisaku/kunotaisaku/bosai/031327.html ) 

https://www.city.toshima.lg.jp/315/bosai/taisaku/kunotaisaku/bosai/031327.html
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（5）北九州市「リノベーションプラン評価事業」 

北九州市では、空きビルなどの遊休不動産の活用により都心部に立地することが適し

た業種・業態のビジネスの集積を目的として、不動産の改修・修繕を行い起業家の育成

や賑わいの創出を図る事業を支援する取り組みを行っている。 

応募事業の中から優れたプランとして選考された事業は、市から認定証が交付され、

市が実施する中小企業融資制度の 1つである「新成長戦略みらい資金」への申し込みが

可能となる。平成 25 年 10月から事業の募集が行われている。 

 

図表 45 北九州市の「新成長戦略みらい資金」制度 

融資対象 

北九州市内で新たに中小企業者として事業を開始する方や市内に事務所又は事

業所を有す中小企業者及び組合で、市税を滞納していないもののうち、北九州市新

成長戦略に掲げる事業として、市が指定する事業において、認定や評価、表彰、補

助金・助成金の交付等を受けた方 

融資限度額 1億円 

融資期間 

（据置期間） 

運転資金 10年以内、 

設備資金 15年以内（24月以内） 

金利 10年以内・・・1.50％、15年以内・・・1.70％ 

保証料率 0.45～1.51％ 

 

 

 

図表 46 リノベーションプラン評価事業 

（出典）北九州市「リノベーションプラン評価事業 募集要項」 
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（6）大阪府「大阪の住まい活性化フォーラム」 

大阪府は、中古住宅の魅力化や市場の環境整備など、中古住宅流通・リフォーム市場

の活性化を図り、府民の住生活の向上と、大阪の地域力や安全性の向上につながる取り

組みを進めていくことを目的として、「大阪の住まい活性化フォーラム」を設立してい

る。 

フォーラムは、中古住宅流通やリフォーム・リノベーションに関わる民間事業者・事

業者、公的団体によって構成されている。この中から、相談員による相談窓口を設置す

る「窓口団体」を 10団体指定し、相談に対して協力・支援する「サポーター団体」を 4

団体登録している。 

フォーラムでは、「シンポジウム」「セミナー」「コンクール」等を開催しているほか、

ホームページ上では、国、府、市町村の支援制度紹介のリンクや、府、市及び公的団体

での相談窓口も一覧で提供している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 47 「大阪の住まい活性化フォーラム」のトップページ 

（出典）大阪の住まい活性化フォーラム HP ( osaka-sumai-refo.com/ ) 
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遊休不動産再生を活用した 
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